
教師用参考資料１

懲　役 禁　錮 懲　役 禁　錮

現住建造物等放火 第１０８条 ○ ○ ５年以上

激発物破裂（１０８） 第１１７条第１項前段 ○ ○ ５年以上

現住建造物等浸害 第１１９条 ○ ○ ３年以上

電汽車転覆・艦船転覆 第１２６条第１項，第２項 ○ ３年以上

汽車転覆等致死 第１２６条第３項 ○ ○
往来危険による汽車転覆等致死 第１２７条，第１２６条第３項 ○ ○
電汽車往来危険転覆，艦船往来危険転覆 第１２７条 ○ ３年以上

水道毒物等混入致死 第１４６条後段 ○ ○ ５年以上

通貨偽造・同行使 第１４８条第１項，第２項 ○ ３年以上

詔書偽造・同行使 第１５４条第１項，第２項， 第１５８条第１項 ○ ３年以上

偽造詔書等作成・同行使 第１５６条，第１５８条第１項 ○ ３年以上

強制わいせつ致死傷 第１８１条第１項 ○ ３年以上

強姦致死傷 第１８１条第２項 ○ ５年以上

集団強姦等致死傷 第１８１条第３項 ○ ６年以上

殺人 第１９９条 ○ ○ ５年以上

身の代金目的拐取 第２２５条の２第１項 ○ ３年以上

拐取者身の代金取得等 第２２５条の２第２項 ○ ３年以上

強盗致傷 第２４０条前段 ○ ６年以上

強盗致死（強盗殺人を含む） 第２４０条後段 ○ ○
強盗強姦 第２４１条前段 ○ ７年以上

強盗強姦致死 第２４１条後段 ○ ○
以上のほか，上記各罪の未遂処罰規定による罪（例・殺人未遂）

懲　役 禁　錮 懲　役 禁　錮

営利目的による覚せい剤の輸出入又は製造 覚せい剤取締法第４１条第２項 ○ ３年以上

航空機の強取等 航空機の強取等の処罰に関する法律第１条第１項 ○ ７年以上

航空機強取等致死 航空機の強取等の処罰に関する法律第２条 ○ ○
航行中の航空機を墜落させる等の罪

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法
律第２条第１項，第２項 ○ ３年以上

航空機墜落等致死
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法
律第２条第３項 ○ ○ ７年以上

業務中の航空機の破壊等致死
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法
律第３条第２項 ○ ３年以上

業として行う不法輸入等
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助
長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神
薬取締法等の特例等に関する法律第５条

○ ５年以上

サリン等の発散
サリン等による人身被害の防止に関する法律第５
条第１項 ○ ２年以上

けん銃等の発射 銃砲刀剣類所持等取締法第３１条 ○ ３年以上

営利目的によるけん銃等の輸入 銃砲刀剣類所持等取締法第３１条の２第２項 ○ ５年以上

組織的な殺人
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す
る法律第３条第１項第３号，第２項 ○ ○ ６年以上

組織的な身代金目的略取等
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す
る法律第３条第１項第６号 ○ ５年以上

常習強盗傷人・常習強盗強姦 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第４条 ○ １０年以上

爆発物使用 爆発物取締罰則第１条 ○ ○ ７年以上 ７年以上

加重人質強要 人質による強要行為等の処罰に関する法律第２条 ○ ５年以上

加重人質強要（航空機の強取等の罪を犯した者による人質強要） 人質による強要行為等の処罰に関する法律第３条 ○ １０年以上

人質殺害 人質による強要行為等の処罰に関する法律第４条 ○ ○
営利の目的による銃砲の無許可製造 武器等製造法第３１条第２項 ○ ５年以上

営利の目的によるジアセルモルヒネ等の輸出入，製造 麻薬及び向精神薬取締法第６４条第２項 ○ ３年以上

流通食品への毒物混入等致死傷
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別
措置法第９条第２項 ○ １年以上

高速自動車国道における往来危険による自動車転覆等致死 高速自動車国道法第２７条第２項後段 ○ ３年以上

事業用自動車転覆等致死 道路運送法第１０１条第２項後段 ○ ３年以上

自動車道における往来危険による自動車転覆等致死 道路運送法第１０２条，第１０１条第２項後段 ○ ３年以上

決闘殺人 決闘罪に関する件第３条，刑法第１９９条 ○ ○ ５年以上

放射線の発散等
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせ
る行為等の処罰に関する法律第３条第１項 ○ ２年以上

以上のほか，上記各罪の未遂処罰規定による罪

②　死刑又は無期に当たる罪（特別法犯）

罪　　　　　名 条　　項 死　刑
無　　期 有　　期

条　　項 死　刑
無　　期

主要な裁判員裁判対象事件一覧表（2008年12月時点）

有　　期

①　死刑又は無期に当たる罪（刑法犯）

罪　　　　　名
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教師用参考資料１

懲　役 禁　錮 懲　役 禁　錮

ガス漏出等致死 第１１８条第２項，第２０５条 ３年以上

往来妨害致死 第１２４条第２項，第２０５条 ３年以上

浄水汚染等致死 第１４５条，第２０５条 ３年以上

特別公務員職権濫用等致死 第１９６条，第２０５条 ３年以上

傷害致死 第２０５条 ３年以上

危険運転致死 第２０８条の２ １年以上

不同意堕胎致死 第２１６条，第２０５条 ３年以上

遺棄等致死 第２１９条，第２０５条 ３年以上

逮捕等致死 第２２１条，第２０５条 ３年以上

建造物等損壊致死 第２６０条後段，第２０５条 ３年以上

懲　役 禁　錮 懲　役 禁　錮

決闘傷害致死 決闘罪に関する件第３条，刑法第２０５条 ３年以上

主要な裁判員裁判対象事件一覧表（2008年12月時点）

③　法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪（刑法犯）

死　刑
無　　期 有　　期

罪　　　名 条　　　項

④　法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪（特別法犯）

罪　　　名 条　　　項 死　刑
無　　期 有　　期
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